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Eパターン
本文 =14.5Q　字間＝0.5H�行間＝8.32�H □段落 =18w×37l（段間=13mm）

□地柱 12Q 　文字アミ 80%
天＝25mm　　地＝23mm　　
ノド＝18mm　　小口＝16mm　

  世の中に出回っている典
型的な契約条項について

今日、数多くの家族信託・民事信託の
契約条項が記載されている書籍が出版さ
れています。また、インターネット上で
も、典型的な契約書例として条項が紹介
されているのを見かけます。その中に
は、下記のような条項も散見されます。
「委託者の地位は、相続により承継せ
ず、委託者の死亡により消滅する。」
「委託者の地位は、委託者の死亡によ
り消滅し、その相続人に承継されない。」
これらの条項は、特段法的に問題があ
るわけではありません。このような規定
を置くに至ったのには、次のような理論
構成があることが想定されます。
信託法 147 条（※１）の反対解釈により、
契約により設定した信託における委託者
の地位は、その相続人全員が相続により
承継します。そのため、信託契約書にお
いて「第二受益者」として単独で信託財
産を承継する者を指定している場合に、
委託者の相続人のうち「第二受益者」に
指定されなかった者は、財産は承継しな
いにもかかわらず、委託者の地位だけを

取得するという複雑な法律関係を生じさ
せます。そして、委託者としての権利は、
信託を設定した者のみが適切に行使し得
るものであって、委託者の相続人にはそ
の適切な行使を期待することが難しい、
もっというと、財産を承継しなかった委
託者の相続人が当該信託に対して快く思
わずに、当該信託に対して妨害的な行為
をしてくることもあり得るかもしれませ
ん。
このような考えに基づき、「受益者連
続型信託（委託者兼当初受益者が死亡し
ても信託が終了せず、二次相続以降の財
産の承継者を指定する設計の信託）」の
場合において、委託者の地位・権利をあ
えて消滅させる文言を置くことは理解で
きます。しかし、家族信託の実務におい
ては、この条項を置くだけでは、残念な
がら満点の回答にはなりません。

  委託者の地位の承継はこ
の定型条項で十分

では、委託者の地位の承継に関する条
項は、どのようにすればよいのでしょう
か？�結論からいうと、例えば下記のよ
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委託者の地位の承継
に関する条項

うな条項を置くことをお勧めします。

「委託者の地位は、相続により承継
せず、受益者の地位とともに移転す
る。」

このように、委託者が死亡しても委託
者の地位は消滅させずに、後継受益者が
委託者の地位も受益者の地位（受益権）
とあわせて承継する旨の条項を置くのが
模範解答となります。以下、このような
条項を置く２つの意義・メリットについ
て、解説します。

１．�後継受益者も当然に「委託者」にな
り得ること

当初受益者（例えば父親）の死亡後、
後継受益者（例えば母親）の代において、
当該後継受益者の判断能力に問題がなけ
れば、自らの固有財産（例えば母親所有
の金融資産など）も受託者に管理を任せ
るということも多分に想定されます。こ
れを「追加信託」と呼びますが、追加信
託をすると、その追加で託した財産につ
いては後継受益者も「委託者」の立場に
なることになります。先程の例でいう
と、父親が亡くなった際に委託者の地位
を消滅させて、母親にその地位を承継さ
せないことの実質的な意味はないと考え
ます。
後継受益者とならない委託者の相続人
を廃除するためであれば、そもそも受益
者となる者が必ず委託者の地位も承継す
ることにより、法的安定性は実現できる
といえます。

２．�登録免許税・不動産取得税の課税
において恩恵が生じ得ること

老親の認知症による資産凍結を避け、
その生涯を万全に支えるために家族信託
を実行し、片親または両親を看取った段
階で信託契約を終了させ、信託終了時の
残余の信託財産をその法定相続人となる
子に承継させるケースは非常に多いで
す。このケースにおいて、残余財産に不
動産があれば、残余財産の帰属権利者に
指定された子が信託の終了により所有権
財産を取得することになります。この際
の登記は、受託者から残余財産の帰属権
利者への「所有権移転及び信託登記抹
消」という手続きをすることになりま
す。
この登記手続において、所有権移転登
記分にかかる登録免許税の税率は、原則
２％（20/1,000）が適用されますが、残
余財産の帰属権利者が当初委託者の法定
相続人である場合は、登録免許税法７条
２項（※２）の適用を受けることにより、
0.4％（４/1,000）の税率が適用になりま
す。
先の例でいうと、委託者兼受益者を父
親とする信託契約が、父親死亡により終
了し、残余財産を長男に帰属させる場合
は、問題なく 0.4％の税率が適用されま
す。一方、受益者連続型として設計し、
委託者兼当初受益者を父親、第二受益者
を母親、両親の死亡により信託契約が終
了し、残余財産の帰属権利者を長男に指
定する場合も、帰属権利者が当初委託者
の法定相続人であるから、0.4％の税率
の適用が想定されます。しかし、実は登
録免許税法７条２項の規定をよく読み解
くと、受益者連続型信託の終了時に 0.4
％の税率の適用を受けるための要件が定
められており、この要件を満たさないと
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２％の適用を受けてしまうおそれがあり
ます。それが、登録免許税法７条２項の
中の「委託者のみが信託財産の元本の受
益者である場合」という要件です。この
要件を満たすためには、委託者の地位を
消滅させずに、後継の受益者に委託者の
地位も合わせて移転させることが必要と
なります。
ちなみに、信託終了により残余財産の
帰属権利者が所有権財産としての不動産
を取得する場合に、不動産取得税の課税
の問題が生じますが、不動産取得税の課
税の根拠となる地方税法 73 条の７第４
号（※３）においても、先の登録免許税法
７条２項と同趣旨の規定が置かれていま
す。したがって、登録免許税の適用税率
の問題だけではなく、不動産取得税の非
課税条項の適用を受けるためにも、委託
者の地位は消滅させないほうが無難とい
う結論になります。
なお、残余財産の帰属権利者が当初委
託者の法定相続人でない場合は、そもそ
もの原則に立ち戻って、登録免許税の適
用税率が２％となり、不動産取得税も課
税されますので、ご注意ください。
�

（※１）
【信託法】
（遺言信託における委託者の相続人）
第 147 条
第３条第２号に掲げる方法（※遺言によって信託を
設定する方法）によって信託がされた場合には、委
託者の相続人は、委託者の地位を相続により承継し
ない。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、

その定めるところによる。

（※２）
【登録免許税法】
（信託財産の登記等の課税の特例）
第７条第２項
信託の信託財産を受託者から受益者に移す場合であ
つて、かつ、当該信託の効力が生じた時から引き続
き委託者のみが信託財産の元本の受益者である場合
において、当該受益者が当該信託の効力が生じた時
における委託者の相続人（当該委託者が合併により
消滅した場合にあつては、当該合併後存続する法人
又は当該合併により設立された法人）であるときは、
当該信託による財産権の移転の登記又は登録を相続
（当該受益者が当該存続する法人又は当該設立され
た法人である場合にあつては、合併）による財産権
の移転の登記又は登録とみなして、この法律の規定
を適用する。

（※３）
【地方税法】
（形式的な所有権の移転等に対する不動産取得税の
非課税）
第 73 条の７
道府県は、次に掲げる不動産の取得に対しては、不
動産取得税を課することができない。
　一�　相続（包括遺贈及び被相続人から相続人に対

してなされた遺贈を含む。）による不動産の取得
　二�　法人の合併又は政令で定める分割による不動

産の取得
　二�の二　法人が新たに法人を設立するために現物

出資（現金出資をする場合における当該出資の
額に相当する資産の譲渡を含む。）を行う場合（政
令で定める場合に限る。）における不動産の取得

　二�の三�共有物の分割による不動産の取得（当該不
動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分
の割合を超える部分の取得を除く。）

　三�　委託者から受託者に信託財産を移す場合にお
ける不動産の取得（当該信託財産の移転が第七
十三条の二第二項本文の規定に該当する場合に
おける不動産の取得を除く。）

　四�　信託の効力が生じた時から引き続き委託者の
みが信託財産の元本の受益者である信託により
受託者から当該受益者（次のいずれかに該当す
る者に限る。）に信託財産を移す場合における不
動産の取得

　　イ�　当該信託の効力が生じた時から引き続き委
託者である者

　　ロ�　当該信託の効力が生じた時における委託者
から第一号に規定する相続をした者
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